
写
し
ま
た
は
源
泉
徴
収
票
の
写

し
）。

　

※

必
要
書
類
②
は
お
早
め
に

学
校
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問　

学
校
教
育
課（
☎
235･

４

９
１
８
）。

　

親
子
の
ふ
れ
あ
い
と
相
模

凧
の
伝
承
・
普
及
を
目
的
に

開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
一
般
の
た
こ
で
の

参
加
も
可
。「
簡
単
た
こ
作
り

教
室
」
も
行
い
ま
す
。参
加
賞

の
ほ
か
、
ユ
ニ
ー
ク
な
賞
も
多

数
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

▽
日
時　

４
月
29
日
水
□祝

13
時
〜
受
け
付
け
（
雨
天
時
は

５
月
６
日
水
□休
に
延
期
）　

▽

会
場　

中
野
多
目
的
広
場　

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
学

の
小
中
高
校
生
と
そ
の
保
護

者　

▽
主
催　

市
青
少
年
指

導
員
連
絡
協
議
会
。

　

■申　

問　

直
接
ま
た
は
電
話

で
、
同
連
絡
協
議
会
事
務
局

（
青
少
年
会
館
内
、☎
231
・
９

７
８
７
＝
月
休
館
）へ
。

　

市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

な
ど
の
街
道
が
通
っ
て
い
ま
し

た
。今
回
は
、現
在
も
面
影
を
残

す
市
内
の
古
道
を
歩
き
な
が

ら
、
歴
史
や
文
化
財
を
訪
ね
る

史
跡
散
策
を
開
催
し
ま
す
。

　

▽
日
時　

５
月
23
日
土
８

時
50
分
〜
12
時
30
分（
予
定
）　

※

小
雨
決
行
。荒
天
時
は
５
月

30
日
土
に
延
期　

▽
集
合
時

間
・
場
所　

８
時
50
分
・Ｊ
Ｒ

社
家
駅
前　

▽
コ
ー
ス　

社
家

駅
↓
岡
田
の
渡
し
場
跡
（
大
山

道
）↓
社
家
取
水
場
↓
中
野
八

幡
宮
↓
盛
福
寺
↓（
鎌
倉
道
）↓

正
覚
寺
↓
浄
久
寺
↓
渋
谷
神
社

↓
戸
田
の
渡
し
場
跡（
大
山
道
）

↓
Ｊ
Ｒ
門
沢
橋
駅（
解
散
）　

▽

定
員　

先
着
50
人
（
小
学
生
は

保
護
者
同
伴
）　

▽
費
用　

無

料　

▽
そ
の
他　

歩
き
や
す
い

服
装
で
ご
参
加
を
。飲
み
物
等

は
各
自
持
参　

▽
主
催　

海
老

名
史
跡
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
会
、市
。

　

■申　

問　

市
内
在
住
の
方
は

４
月
15
日
水
か
ら
、
市
外
在
住

　
〈
７
面
上
に
続
く
〉

　　
　

　

市
で
は
、
共
有
名
義
の
固
定

資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
に
つ

い
て
、昨
年
度
ま
で
は
、共
有
代

表
者
の
み
に
送
付
し
て
い
ま
し

た
が
、今
年
度
か
ら
、こ
れ
に
加

え
て
、
共
有
者
全
員
に
税
額
を

お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
新
た
に

納
税
通
知
書（
共
有
者
用
）を
送

付
し
ま
す
。

　

納
付
書
付
き
の
納
税
通
知
書

は
共
有
代
表
者
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
共
有

者
の
皆
さ
ん
で
話
し
合
い
の

上
、納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※

表
示
さ
れ
て
い
る
税
額
等

は
共
有
者
全
体
の
額
で
す
。

　

問　

資
産
税
課
（
☎
235
・
８

５
９
６
）。

　

市
で
は
、
次
の
世
帯
を
対
象

に
母
子
年
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

昨
年
、
受
給
し
て
い
た
方
に

は
、
市
か
ら
現
況
届
を
送
付
し

ま
す
。ま
た
、新
た
に
支
給
要
件

に
該
当
す
る
方
に
は
、
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
民
生
委

員
の
調
査
書
を
添
付
し
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
支
給
要
件

　

▽
対
象　

今
年
４
月
１
日
現

在
、市
内
在
住
で
、18
歳
未
満
の

児
童
を
養
育
し
、
生
計
を
維
持

し
て
い
る
母
子
世
帯　

▽
支
給

額　

児
童
一
人
年
額
７
０
０
０

円
（
一
人
増
す
ご
と
に
３
５
０

０
円
を
加
算
）　

▽
申
請
期
限

　

５
月
31
日
日
。た
だ
し
、
５

月
30
日
土
・
31
日
日
は
閉
庁

日
の
た
め
、
郵
送
の
み
取
り
扱

い
ま
す（
必
着
）。

　

問　

児
童
福
祉
課
（
☎
235
・

４
８
２
３
）。

◇
災
害
見
舞
金
支
給
制
度

　

市
の
住
民
基
本
台
帳
ま
た
は

外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
が
国
内
で
事
故
に
あ

っ
た
場
合
、
災
害
見
舞
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。事
故
発
生
の
日

か
ら
１
年
以
内
に
申
請
が
必
要

で
す
。た
だ
し
、被
害
者
に
故
意

ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場

合
、
支
給
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

▽
対
象　

交
通
事
故
、
火
災

お
よ
び
風
水
害
に
よ
り
生
じ
た

事
故
で
の
死
亡
ま
た
は
傷
害　

▽
支
給
額　

表
１
の
と
お
り　

▽
申
請
書
類　

申
請
書
・
交
通

事
故
証
明
書
・
入
院
の
証
明
書
・

死
亡
診
断
書
ま
た
は
死
体
検
案

書
・
申
請
者
と
被
害
者
の
関
係

を
証
明
す
る
も
の
。

◇
罹
災
見
舞
金
支
給
制
度

　

市
の
住
民
基
本
台
帳
ま
た
は

外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
の
住
宅
等
が
市
内
で

発
生
し
た
災
害
に
遭
っ
た
場

合
、
罹
災
見
舞
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

▽
支
給
額　

表
２
の
と
お

り
。

　

問　

福
祉
総
務
課
（
☎
235
・

４
８
２
０
）。

　

市
で
は
、
心
の
病
気
を
持
つ

方
を
対
象
に
生
活
教
室
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
教
室
で
は
、
規

則
正
し
い
生
活
習
慣
や
対
人
関

係
を
、
楽
し
み
な
が

ら
身
に
付
け
ま
す
。

　

▽
日
程　
月
２
回

午
前　

▽
内
容　

コ
ー
ラ
ス
・

調
理
実
習
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
。

　

※

日
時
・
内
容
・
会
場
な
ど

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

■申　

問　

障
が
い
福
祉
課

（
☎
235
・
４
８
１
２
）へ
。

　

え
び
な
市
民
ま
つ
り
実
行
委

員
会
で
は
、
７
月
25
日
土
・
26

日
日
開
催
予
定
の
「
え
び
な
市

民
ま
つ
り
」
の
最
後
に
実
施
す

る
、
打
ち
上
げ
花
火
へ
の
協
賛

金
・
募
金
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。企
業
・
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

▽
募
金
方
法　

▼
企
業
な
ど

〔
１
口
１
万
円
か
ら
〕　

申
込
用

紙（
市
民
協
働
課
で
配
布
。市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、指
定
口
座
へ
入
金（
２
口
以

上
の
場
合
は
、
同
ま
つ
り
プ
ロ

グ
ラ
ム
へ
の
広
告
掲
載
も
可
）

　

▼
個
人〔
金
額
制
限
な
し
〕　

市
役
所
や
市
内
協
力
店
等
に
設

置
の
花
火
募
金
玉
へ
。

　

※

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
本
紙
７

月
１
日
号
と
一
緒
に
全
戸
配
布

し
ま
す
。

◇
花
火
募
金
玉
の
設
置
協
力
店
を

　

募
集
し
ま
す

　

花
火
玉
の
形
を
し
た
「
募
金

玉
」
の
設
置
協
力
店
を
募
集
し

て
い
ま
す
。ご
協
力
い
た
だ
い

た
方
は
、
同
ま
つ
り
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
で

紹
介
し
ま
す
。

　

▽
募
集
内
容　

花
火
募
金
玉

の
店
頭
へ
の
設
置　

▽
サ
イ

ズ
・
設
置
期
間　

直
径
15
㌢
・

５
月
上
旬
〜
６
月
下
旬　

▽
申

し
込
み
方
法　

直
接
ま
た
は
電

話
で
市
民
協
働
課
へ
。

　

問　

同
ま
つ
り
実
行
委
員
会

事
務
局（
同
課
内
、☎
235
・
４
７

９
４
）。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成

21
年
度
の
奨
学
生
を
募
集
し
て

い
ま
す
。こ
れ
は
、経
済
的
理
由

に
よ
り
高
等
学
校
等
へ
の
修
学

が
困
難
な
方
に
奨
学
金
を
給
付

し
、
修
学
を
奨
励
す
る
も
の
で

す
。

　

▽
資
格　

今
年
４
月
現
在
、

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
等

学
校･

中
等
教
育
学
校
後
期
課

程･

専
修
学
校･

高
等
専
門
学
校

（
３
年
次
ま
で
）に
在
学
す
る
市

内
在
住
の
方　

▽
申
請
期
限　

４
月
24
日
金
（
土
日
を
除
く
）

　

▽
申
請
場
所　

学
校
教
育
課

　

▽
必
要
書
類　

①
奨
学
金
給

付
申
請
書（
同
課
で
配
布
）　

②

最
終
出
身
学
校
長
ま
た
は
在
学

す
る
学
校
長
が
発
行
す
る
成
績

証
明
書
お
よ
び
人
物
調
書　

③

世
帯
の
前
年
所
得
額
を
証
明
す

る
も
の
（
確
定
申
告
書
控
え
の

ト
・
セ
ン
タ
ー
で
は
、
同
セ
ン

タ
ー
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
援
助

会
員
と
し
て
地
域
の
子
育
て

支
援
を
行
い
た
い
方
を
対
象

に
、
次
の
と
お
り
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
子
育
て
の

援
助
を
受
け
た
い
方
と
援
助

を
行
い
た
い
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ

利
用
会
員
・
援
助
会
員
と
な

り
、
育
児
を
助
け
合
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
で
す
。援

助
会
員
に
な
る
た
め
に
は
、
講

習
会
の
受
講
が
必
要
で
す
。

　

▽
日
時　

５
月
14
日
木
10

時
〜
15
時
30
分
、
15
日
金
９
時

20
分
〜
16
時
（
全
２
回
）　

▽

会
場　

総
合
福
祉
会
館　

▽

対
象　

市
内
在
住
で
20
歳
以

上
の
方　

▽
費
用　

無
料
。

　

■申　

問　

事
前
に
電
話
連
絡

の
上
、
５
月
７
日
木
ま
で
に
直

接
、
同
セ
ン
タ
ー
事
務
局
（
上

郷
474

－

１
市
社
会
福
祉
協
議

会
内
、☎
235
・
０
２
２
０
）へ
。

　

※

当
日
保
育
希
望
の
方
は
、

４
月
30
日
木
ま
で
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

海
老
名
は
古
代
か
ら
交
通
の

要
衝
で
あ
り
、
古
代
東
海
道
・

鎌
倉
道
・
八
王
子
道
・
大
山
道

●
固
定
資
産
の
共
有
者
全
員
に

　

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

●
母
子
年
金
を
支
給

●
災
害
見
舞
金
・

　

罹
災
見
舞
金
支
給
制
度

●
生
活
教
室（
た
ん
ぽ
ぽ
会
）に

　

ご
参
加
を

●
平
成
21
年
度
市
奨
学
生

●
第
25
回
親
子
た
こ
あ
げ
大
会

●「
え
び
な
市
民
ま
つ
り
」花
火
協
賛
金
・

　

募
金
へ
ご
協
力
を　

〜
花
火
募
金
玉
の

　

設
置
協
力
店
も
募
集
〜

◇
市
環
境
基
金
へ

　

▽
５
万
円
＝
国
際
ソ
ロ

プ
チ
ミ
ス
ト
海
老
名
会
長
・

奥
村
朋
子

り

広 報 え び な

■（＝問い合わせ先）の電話番号は各部署への直通電話の番号です問

平成21年（2009年）4月15日 第 915号　（6）

●野外教育施設　富士ふれあいの森

　■申　直接、運動公園総合体育館の窓口で。電話での申
し込みはできませんが、空室状況の問い合わせはできま
す。※申込期間は、①市内在住の方…利用日の 3 カ月前の
同日～3 日前　②市内在学・在勤の方… 2 カ月前の同日
～3日前です。
　問　運動公園総合体育館（☎235・7204= 火休館）、
青少年会館（☎231・9787=月休館）

【注意】　○…まだ余裕があります。ただし5月13日・22日・
26日・29日、6月5日・9日・14日・17日・21日・28日および
7月1日の翌日は9時までの利用となります。また、5月15日・
25日・28日、6月4日・8日・13日・16日・20日・26日・30日
は16時からの利用となります。また、6月1日・23日は16時
から翌日9時までの利用となります。
△…お早めに申し込みください
×…満室です　/…学校利用など

空室状況（4月8日現在）
日 月 火 水 木 金 土

20 21 22 23 24 25
○ ○ ○ ○ ○ ○

26 27 28 29 30 1 2
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 4 5 6 7 8 9
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 11 12 13 14 15 16
○ ○ ○ ○ ○ ○
17 18 19 20 21 22 23
○ ○ ○ ○ ○ ○
24 25 26 27 28 29 30

○ ○ ○ ○
31 1 2 3 4 5 6

○ ○ ○
7 8 9 10 11 12 13

○ ○ ○
14 15 16 17 18 19 20
○ ○ ○ ○
21 22 23 24 25 26 27
○ ○ ○ ×
28 29 30 1 2 3 4
○ ○ ○ ○ ○
5 6 7 8 9 10 11
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 13 14 15
○ ○ ○ ○

4　
月

5　
月

6　
月

7　
月

▲花火募金玉への募金
　の様子

●
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

　

援
助
会
員
講
習
会

●
え
び
な
文
化
財
探
求
舎

　

史
跡
散
策「
新
緑
の
古
道
を
歩
く
」

　

〜
中
世
の
鎌
倉
道
と
近
世
の
大
山
道
〜

【表1】災害見舞金支給額

支 給 額区　　　　　　別
火災および風水害に
よる死亡

入院治療を要する
傷害を受けたとき

交通事故による死亡

主として生計を維持していた方

加算額
75,000円

1日につき1,500円
（上限75,000円）

1,500,000円
750,000円

180,000円
270,000円
5,000円

90,000円
その他の方
6歳未満
6歳以上20歳未満
20歳以上
入院5日まで

6日以上入院したとき

弔
慰
見
舞
金

傷
害
見
舞
金

上記傷害見舞金を受ける者が、身体障害者福祉法施行
規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号の1級また
は2級に該当すると認められたとき

【表2】罹災見舞金支給額

見 舞 金 の 額
単身世帯 2人以上世帯

災害の区分

全焼・全壊・流失

半焼・半壊

床上浸水

30,000円

10,000円

20,000円

50,000円

20,000円

30,000円


